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（注）

本書に掲載する事項は、令和元年度における当局の各種事業統計であり、特に断

りのない限り、令和２年３月 31日現在の数値を表す。

　本書に掲載する事項は、令和４年度における当局の各種事業統計であり、特に断

りのない限り、令和５年３月 31日現在の数値を表す。

千代田区、中央区、港区（ただし、台場を除く。）、
文京区、台東区及び豊島区
港区（ただし、台場に限る。）、墨田区、江東区、
品川区（ただし、東八潮に限る。）、大田区（ただ
し、令和島に限る。）及び江戸川区

品川区（ただし、東八潮を除く。）、
目黒区、大田区（ただし、令和島を除く。）
、世田谷区及び渋谷区

荒川区、足立区及び葛飾区
新宿区、中野区及び杉並区

北区、板橋区及び練馬区
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水道事業 

工業用水道事業

経営方針

威脅な々様、にもととるす給供てし定安を水な質品高いしいおで全安○

への備えに万全を期すため、施設整備の着実な推進、水質管理の徹底

などにより、水道システムの強靭化を進めます。

ュミコ向方双、めたるめ進を営運業事るれら得を頼信のらかまさ客お○

ニケーションの充実やデジタル技術の活用等により、お客さまサービ

スの向上と業務の効率化を推進します。

るす持維を営経な全健、し保確を任責と性体一のてしと道水域広の都○

ため、グループ経営の推進、水道事業を支える人材の育成などを進め

るとともに、不断の経営努力に努めていきます。

東京水道経営プラン 2021 の主要施策

　Ⅰ 強靭で持続可能な水道システムの構築

　　 第１ 安定給水

　　 第２ 様々な脅威への備え

　　 第３ 新技術の活用

　Ⅱ お客さまとつながり、信頼される水道の実現

　　 第４ 双方向コミュニケーション

　　 第５ お客さまサービスの向上と業務の効率化

　　 第６ 環境に配慮した事業運営

　Ⅲ 東京水道を支える基盤の強化

　　 第７ グループ経営の推進

　　 第８ 強固な人材基盤

　　 第９ 健全な財政基盤

「工業用水道事業の廃止及び支援計画」の着実な実施


